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臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための 

基準日設定に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 21 年６月５日開催の取締役会において、平成 21 年７月下旬開催予定の当社の臨時株主総会(以

下「本臨時株主総会」といいます。)及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会(以下「本種

類株主総会」といい、本臨時株主総会及び本種類株主総会を合わせて「本株主総会」と総称します。)に係る

基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．本株主総会に係る基準日等について 

当社は、平成 21 年７月下旬開催予定の本株主総会において権利を行使することができる株主を確定する

ため、平成 21 年６月 23 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって本株主総会に

おいて議決権を行使できる株主とすることを決議し、下記のとおり当該基準日に関する公告をすること(以

下「本基準日設定公告」といいます。)といたしましたのでお知らせいたします。 

なお当社は、本株主総会を、平成 21 年５月 19 日から平成 21 年６月 16 日までを公開買付期間(以下「本

公開買付期間」といいます。)とする株式会社ＩＨＩ(以下「公開買付者」という。)による当社普通株式の

取得を目的とした公開買付け(以下「本公開買付け」という。)の成立を条件として開催することを予定して

おります。 

 

(１) 基準日     平成 21 年６月 23 日(火) 

(２) 公告日     平成 21 年６月 ８日(月) 

(３) 公告方法    電子公告によります。(当社ホームページに掲載いたします。) 

http://www.matsuo-bridge.co.jp 

 

 
 



２．本株主総会の日程・付議事項について 

当社は、本公開買付けが成立することを条件として、本臨時株主総会において、① 定款の一部を変更し

て当社を会社法第２条第 13 号の規定する種類株式発行会社に変更すること、② 定款の一部を変更して当社

が発行するすべての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び③ 会社法第 171 条第１項及び当該変更後の

定款に基づき、当該全部取得条項付種類株式すべての取得と引換えに別個の種類の株式を交付すること等を

付議する予定です。 

本公開買付けが成立し、本臨時株主総会において、上記①の議案が決議されますと、当社は種類株式発行

会社となりますので、上記②の議案につきましては、株主総会決議のほか、当社普通株式を有する株主を構

成員とする種類株主総会の決議が必要になります。そのため、当社は、本種類株主総会を併せて開催するこ

とを検討しており、本基準日設定公告により、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において権利を行使

できる株主を定めるための基準日を設定することとしております。なお、全部取得条項付種類株式に変更さ

れる予定の株式は、本日現在において当社の発行しているすべての普通株式であることから、基準日におけ

る最終の株主名簿に記録された株主すべてが対象となります。 

なお、本公開買付けの結果、ならびに本株主総会の開催日、開催場所ならびに付議事項の詳細等につきま

しては、決定次第改めてお知らせいたします。 

 

 

以 上 

 
 


